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１ 趣旨 

西条市教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、効果的な教育行政の推進に資するとともに、その結果に

関する報告書を作成し、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市

民に信頼される教育行政を推進します。 

 

２ 点検評価の対象 

点検評価の対象は、「西条市の教育基本方針」に基づく、令和３年度の学校

教育、社会教育、人権・同和教育の重点目標とします。 

 

３ 点検評価の方法 

（１）点検評価に当たっては、施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課

題や今後の取組の方向性を明らかにするため、毎年１回実施します。 

（２）「外部評価委員会」を設置して、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図り、点検評価の客観性を確保します。（令和４年８月９日に外

部評価委員会を開催） 

 

  【西条市教育委員会外部評価委員】 

委員長 目見田 康介 

副委員長 越智 基博 

委員 難波江 覚 

委員 斎藤 宣昭 

委員 丸尾 秀樹 

 

４ 点検評価結果の構成 

（１）項目 

   令和３年度「教育基本方針」の推進目標を達成するための重点目標で 

ある８項目について、基本施策ごとに点検評価します。 

（２）取組状況等 

  ア 基本施策を達成するための方向性を示します。 

  イ 令和３年度に実施した主な取組を示します。 

ウ 基本施策の進捗状況を記載するとともに必要に応じ目標と実績を 
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まとめています。 

（３）今後の課題と取組の方針 

  今後の取組を進める上での課題と方針を示しています。 

（４）外部評価委員の意見、評価 

   外部評価委員会での主な意見及び評価について掲載しています。 

（５）評価 

   取組状況ごとに目標を定め、その進捗状況及び達成度等から得た成果に

ついて点検・評価しています。また、新規の事業や業務内容等については、

比較検討が可能な他の継続事業等の達成度等を参考とし、それぞれの目標

に対する成果を点検・評価することで、西条市教育委員会の学校教育、社

会教育、人権・同和教育における基本施策ごとに５段階の評価を実施しま

した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 

段階 評価内容 

Ａ 目標とする成果を大きく上回った 

Ｂ 目標とする成果をやや上回った 

Ｃ 概ね目標とする成果であった 

Ｄ 目標とする成果をやや下回った 

Ｅ 目標とする成果を大きく下回った 
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５ 西条市の教育基本方針 

 

 西条市の将来都市像である「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」の

実現に向け、教育環境の整備充実を図り、豊かな心をともにはぐくむ教育・文化

を実感できるまちづくりを推進する。 

 
―推進目標― 

  

 １ 学校・家庭・地域が連携・協働し、時代の流れに即した知・徳・体のバラ

ンスのとれた「心豊かにたくましく生きる西条っ子の育成」に努める。 

 

２ ＩＣＴを効果的に活用し、教育の質の向上に努める。 

 

３ 世代に即した生涯にわたる学習活動の充実と地域活動への参加の拡大を

図るとともに、生涯学習環境の整備に努める。 

 

４ 地域の安全・安心に資する事業展開により、地域社会・家庭の教育力及び

危機管理意識の向上に努める。 

 

５ 自然を守り育て、郷土を愛する教育の推進に努める。 

 

６ 文化に対する市民意識の高揚を図り、郷土の先人を顕彰するとともに、貴

重な文化財・歴史民俗資料などの保護と有効活用に努める。 

 

７ 部落問題をはじめ、あらゆる人権問題に関する学習機会の提供を通じて、 

市民一人ひとりが多様な価値観や互いの違いを認め合う豊かな心をとも

に育み、市民の人権が真に尊重される差別や偏見のない社会の形成に努め

る。 
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学校教育 

 

 

６ 教育に関する事務の管理・執行状況の点検・評価 

 

重点目標１ 「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造 

基本施策 取組状況等 評価 

（１） 一人ひとりの子どもを大切にする 

学校 

保護者、地域、関係機関と連携・協働

して一人ひとりの子どもを大切にする

教育を推進する。 

【取組状況】 

（人権・同和教育の推進）：Ｂ 

・ 全ての小・中学校で、人権対策協議会西条支部役員を招き、

「差別の現実に学ぶ」研修会を開催した。 

・ 各学校の課題に応じて重点的に取り組むテーマを決め人権・

同和教育 3か年計画の下、人権・同和教育を推進した。 

・ 人権・同和教育主任研修会を年 5回行い、各学校の人権・同

和教育の核となる教員の指導力の向上に努めた。 

・ 令和 3年度愛媛県人権・同和教育研究大会では西条市立玉津

小学校、東予地区人権・同和教育研究協議会では、西条市立三

芳小学校と西条市立西条東中学校がそれぞれ報告発表し、成果

をあげた。また、愛媛県教育委員会主催の人権・同和教育訪問

では西条市立国安小学校が授業公開及び実践報告し、成果をあ

げた。 

 

（生徒指導の充実）：Ｂ 

・ 毎年実施していた「西条市いじめＳＴＯＰ小・中学生会議」

は新型コロナウイルス感染症拡大予防のためオンデマンド研

修で実施した。 

・ ハートなんでも相談員や不登校対策非常勤講師、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携により、

校内生徒指導体制を充実させた。 

・ 中・高生徒指導主事連絡会や青少年育成センター、警察等関

係機関との生徒指導に関する情報交換を行ったり、連携を図っ

たりした。中学生と高校生が協力して朝の登校指導及び挨拶運

動（ＣＡＰ）を計画的に実施した。 

 

（特別支援教育の推進）：Ｂ 

・ 新型コロナウイルス感染症対策をしながら、ウイングサポー

トセンター発達支援担当専門員の活動をサポートし、就学指導

の常時相談体制を充実させた。このことにより就学先の特別支

援教育コーディネーターとも連携が図られ、就学先の見学もス

ムーズに行うことができるようになってきている。保護者、就

学先の学校ともに適切な就学相談活動ができるようになった。 

・ 特別支援教育スーパーバイザー派遣事業は、新型コロナウイ

ルス感染症予防のため今年度は部分開催した。また、感染症対

策をしながら、特別支援教育コーディネーターが中心となり、

事例研究や障がい種別研修会、ウイングサポートセンター発達

支援担当専門員を招聘した研修を積極的に実施して、校内教育

支援委員会が充実したものになった。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 「差別の現実に深く学ぶ」校内研修の充実 

・ 「性的マイノリティ」に関する取組や研修会の更なる工夫 

・ 関係諸機関と連携をした特別支援教育の更なる充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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学校教育 

 

 

（２）子どもの成長を支える家庭や地域

との連携・協働 

学校や子どもの様子について積極的

に情報発信するとともに、子どもの成

長につながるよう地域の人的・物的資

産の有効活用を図る。 

【取組状況】 

（コミュニティ・スクールの推進）：Ｂ 

・ コミュニティ・スクール導入に向けて、令和 3年度に西条市

立大町小学校と西条市立玉津小学校をモデル校とし、調査研究

し、令和 4年度より実施校として実践を進めている。また、西

条市立小松小学校と西条市立石根小学校及び西条市立禎瑞小

学校を令和 4年度のモデル校に選定した。 

・ 各小・中学校では、地域未来塾等、公民館・地域と連携した

事業を地域統括コーディネーターと共に実施することができ

た。 

・ 地域人材を活用した学校・家庭・地域連携推進事業を実施し

た。 

・ 総合的な学習の時間において、福祉教育や勤労生産体験学習

の講師を地域の方に依頼した。 

・ 市ＰＴＡ連合会、健全育成協議会等と連携し地域ごとに、学

校と保護者・地域で児童生徒を見守る活動の充実に努めた。 

 

（家庭・地域への積極的な情報発信）：Ａ 

・ 学校のホームページの充実を図るとともに報道機関との連携

を密にし、多角的な情報発信に努めた。 

・ 不審者情報については、学校、警察、西条市ＰＴＡ連合会が

連携し、連絡メールサービスなど、ＩＣＴを活用することで広

域かつ迅速に保護者や地域の方々にも情報提供し、児童生徒の

見守りを強化した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 情報発信の時の情報の精選と正確な発信の検討 

・ 地域の人的・物的資源の発掘と更なる有効活用のための仕組

みづくり 

 

Ｂ 

（３）教師力の向上と学校力の充実 

教職員の学習指導や生徒指導の力を

向上させるとともに、教育目標を具現

化するためにチームとして取り組む学

校づくりを推進する。また、幼児・児童・

生徒が安全で安心な学校生活ができる

教育環境の整備・充実に努める。 

【取組状況】 

（学校マネジメント力の向上）：Ａ 

・ 全ての学校が、自校の教育理念や教育目標、経営方針を明確

に示したグランドデザインを作成し、地域・保護者・関係機関

等に周知しながら、地域の実情に応じた創意ある教育課程の編

成・実施に努めた。 

また、全ての学校が学校評価を実施し、校長のリーダーシッ

プの下、全教職員が共に学校改善のためのマネジメントの見直

しを行った。 

 

（教職員の資質能力の向上）：Ｂ 

・ 各校で、授業評価システムを組織的・継続的に活用し、授業

改善に努めるなど、教職員の授業力向上を図った。 

・ 各校の教育理念や教育目標、経営方針を明確化し、教職員一

人ひとりの危機管理意識を高めたり、服務規律を徹底したりす

る研修を各校で継続的に実施した。 

・ 一人一台タブレット端末の導入に伴い、授業等で活用でき

るように、集合研修やオンデマンドにより教職員への研修を

実施した。 

Ａ 
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学校教育 

 

 

（教育環境の整備・充実）：Ａ 

・ 各校で、危機管理マニュアルの見直しを行うとともに、避難

訓練を毎月一回実施するなど充実を図った。 

・ 児童生徒をまもり育てる協議会については、新型コロナウイ

ルス感染症の感染状況により、令和 3年度は 1回開催であった

が、地域や関係機関等との連携を図りながら、安全・安心な学

校づくりを進めた。 

・ 全ての学校においてＩＣＴを活用することができる教育環境

を整えた。 

・ ＩＣＴを活用した校務支援システムを有効活用することによ

り、校務の効率化を図り、教職員が子どもと向き合う時間の確

保に努めた。 

・ ＧＩＧＡスクール構想により、一人一台タブレットを整備し

た。 

・ 「西条市学校施設長寿命化計画」を策定し、学校施設の老朽

化対策について、求められる機能・性能を確保しつつ、中長期

的なトータルコストを縮減するため、計画的に改修等の工事を

実施することとし、当年度は西条市立丹原小学校、西条市立神

拝小学校において長寿命化改修工事に着手するなど、安全・安

心な教育環境の整備を推進した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 各種研修会の充実 

・ 全小・中学校におけるＩＣＴを効果的に活用した各校の特色

を活かした「学びあい学習」の推進 

・ 学校施設の計画的な改修及び維持管理 

・ 新型コロナウイルス対応と新しい学校の生活様式の定着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-



学校教育 

 

 

 

重点目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）確かな学力の定着と向上 

基礎的・基本的な知識・技能の定着を

図るとともに、学んだことを活用して

課題を解決するために必要な思考力・

判断力・表現力を身に付け、学びに向か

う態度を育成する。 

 

【取組状況】 

（学習指導要領の趣旨を踏まえた「わかる・できる・楽しい」授

業の創造）：Ｂ 

・ 全小・中学校で「学びあい学習」を取り入れた授業改善を推

進しようとしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、話

し合い活動が十分にできなかった。しかし、「コロナ禍の中の学

びあい」を進め、児童生徒が自ら進んで学習に取り組む態度の

育成を図った。 

・ ＡＬＴや外部講師をオンライン研修や遠隔合同授業などで積

極的に活用し、創意ある授業を展開した。 

・ 社会科副読本等、地域や児童・生徒の実態に応じた教材を積

極的に活用した。 

・ ＩＣＴを活用したり、授業のユニバーサルデザイン化を図っ

たりして、よく分かる意欲的に取り組める授業づくりに取り組

んだ。 

 

（言語活動の充実）：Ｂ 

・ 学習指導要領で求められている言語の力を育むため、校内研

修を実施した。 

・ 市内の各教科部会における研修で、外部講師によるオンライ

ン研修を行い、知識・技能を活用してレポートの作成や論述を

行うなど、思考力や表現力、判断力を養う学習の大切さについ

て共通理解を図り、授業実践に努めた。 

 

（家庭との連携による学習習慣の定着）：Ｂ 

・ 各校で学力の定着・向上を図るために、家庭学習の仕方につ

いて、手引書を作成・配付した。また、有効活用を図るための

手引書の使い方等について保護者へ説明を行った。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 中学校での学習指導要領の完全実施 

・ 新型コロナウイルス感染症対応 

・ 教職員の授業力の向上を図り、児童生徒の学力の向上を目指

すための、ＧＩＧＡスクール構想下でのＩＣＴを効果的に活用

した「学びあい学習」の一層の推進 

・ 愛媛学びの森学習支援サイトの積極的な活用による児童生徒

の学習習慣の確立 

・ 教育心理検査を実施・考察し、学力向上に繋がるよりよい学

級づくりに活用 

・ 確かな学力の定着と向上のための効果的な取組についての情

報交換 

・ 言語活動の充実のためのより効果的な校内研修の実施 

・ 家庭学習の重要性や学習の仕方についての啓発活動の一層 

の充実 

 

Ｂ 
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学校教育 

 

 

（２）豊かな心の育成 

豊かな体験を通して、生命を尊重し、

感動する心、礼儀や規律を重んじる心

を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（自己を見つめ生き方を考える道徳教育の推進）：Ａ 

・ 各校の道徳教育推進教師を中心に、指導体制を充実させ、学

校の教育活動全体で行う道徳教育を推進した。 

・ 特別の教科道徳の指導の充実に向けて授業改善を図り、道徳

教育の充実に努めることができた。 

 

（優れた芸術や伝統文化、異文化に触れる活動の充実）：Ｂ 

・ 文部科学省が行う子どもの文化芸術体験事業に積極的に取り

組み、派遣事業においては中止としたが、巡回事業では 4校 889

名の児童・生徒が優れた文化・芸術に触れることができた。 

 

（学級経営の改善と充実）：Ａ 

・ 教育・心理検査ｉ-ｃｈｅｃｋを小学 5.6 年生と中学 1.2 年

生で実施した。新型コロナウイルス感染症の影響により児童生

徒の心理状態を把握し、教員の指導の参考になった。 

 

（ふるさとを愛する心を育てる教育の推進）：Ｂ 

・ 各校で地域の歴史等を学び、伝統文化の大切さを再確認した。 

・ 各校で実施した西条市の偉人についての学習を基に、代表児

童生徒による作文集を作成して、地域を愛し誇りに思う心を育

てると共に、自己の生き方を考えることができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 道徳性を養う地域教材の開発 

・ 地域の伝統芸能の積極的な伝承 

・ 中学校での特別の教科道徳の指導の充実 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

（３）健やかな体の育成 

生涯を通じて活力ある生活を送るた

めの基礎となるたくましい体を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（体力つくりの推進）：Ｂ 

・ 市小学校体育連盟研究部員等を対象に愛媛大学から講師を招

き定期的に研修会を開催し、教職員の指導力向上を図った。 

・ 水泳記録会は新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの

開催となった。また、陸上記録会を実施し、体力向上を目指し

た取組ができた。 

・ 中学校の運動部活動に対し、各種大会参加に係る費用の補助

を行い、部活動の振興に努めた。  

・ 新体力テストの結果を分析し、全ての学校で策定した「体力

アップ推進計画」にその方策を盛り込み、実践した。 

 

（食育の推進）：Ｂ 

・ 給食を教材として、地産地消に取り組むことの大切さや地場

産品についての学習を行った。 

・ 研究授業方式による衛生管理研修会や栄養教諭による食に関

する公開授業を実施するなど、体験的な食育活動を行った。 

 

（学校給食における運営等の検討）：Ｂ 

・ 安全・安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供してい

くため、庁内検討委員会を組織し協議を重ねるとともに、パブ

Ｂ 
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リックコメントを実施して「西条市学校給食施設整備基本計

画」を策定した。また、（仮称）西条市東部給食センターの整備・

運営について、一部民間委託を含めた事業方式の検討を開始し

た。 

・ 老朽化が進む丹原・小松学校給食センターや各小中学校の給

食室について、施設整備基本計画の方針に基づき、効果的で適

切な施設修繕及び備品更新を実施した。 

 

（規則正しい生活習慣の確立と感染症予防、薬物乱用防止教育等

の推進）：Ｂ 

・ 規則正しい生活習慣の確立のため、新入学児童に「食べて 動

いて よく寝よう」のリーフレットを配布するなど、児童生徒

や保護者・地域への啓発を行った。 

・ 各小・中学校で、薬物乱用防止教室を開催したり、タバコや

ドラッグの危険性について指導し、理解を深めたりした。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業への積極的な参加 

・ 保護者や地域に対する食育の啓発活動の充実 

・ 規則正しい生活習慣の確立における、家庭や地域への啓発活

動の強化 

・ 令和 6年度までに、新体力テストにおいて県内トップクラス

の実現 

・ 東京オリンピック・パラリンピックへの啓発事業の一環とし

て、令和 3年度は西条市立三芳小学校と西条市立西条北中学校

が指定校となったが、コロナ禍であり、例年規模の啓発は実施

できなかった。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策を継続する。 
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重点目標３ 西条市の特色ある学校教育の取組の推進 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）ＩＣＴを効果的に活用した「学びあ

い学習」の推進～問題の発見や解決

に向けた主体的・対話的で深い学び

の実践～ 

学習意欲を高め、基礎的な知識・技 

能の確実な定着や問題解決能力の育成

を図るため、主体的・対話的で深い学び

を実現するとともに、ＩＣＴを効果的

に活用した「学びあい学習」を推進・深

化する。 

 

【取組状況】 

（西条っ子学びの向上推進）：Ｂ 

・ 市内小・中学校における「学びあい学習」の実践研究をさら

に進めようとした。新型コロナウイルス感染症のため、話し合

い活動ができなかったが、「コロナ禍の学びあい」として、テレ

ビ会議システム等を使って、教職員の授業力の向上を図りなが

ら児童生徒の学力向上を図った。 

 

（ＩＣＴを活用した教育の推進）：Ｂ 

・ 市内全小・中学校に設置された電子黒板をはじめとするＩＣ

Ｔ機器類及び校務支援システムを有効活用するための支援・研

修体制を整えた。 

・ ＩＣＴを有効に活用することで、子どもたちの学力の向上及

び教育の質の向上を図るとともに、校務の効率化を図ることで

教職員が子どもたちと向き合う時間を創出するとともに、教職

員の負担軽減に努めた。 

 

（遠隔教育の充実）：Ｂ 

・ 人口過少地域にある小規模校が抱える課題をＩＣＴによっ

て軽減・解消することを目指し、学校間の教室をＷＥＢ会議シ

ステム等で結び、大画面のスクリーンを利用して一つの授業を

行った。本事業により生まれる効果・価値を見出しながら、子

どもたちの学びの充実を図り、教育の質の維持・向上を図った。 

（実証校：田滝小学校、徳田小学校、田野小学校、丹原小学校） 

 

（ＧＩＧＡスクール構想の推進）：Ｂ 

・ 一人一台タブレットの整備が完了し、全ての小・中学校の教

職員にＩＣＴの利活用が十分に行き渡るよう効果的な使用方

法等、支援・研修体制を整えた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ ＧＩＧＡスクール構想下での教育の情報化による子どもた

ちの学力の定着と向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）防災教育の充実・発展 

安全・安心な学校・地域をつくるた

め、地域とともに防災教育の充実・発

展を図りながら、防災人づくりを推進

する。 

【取組状況】 

（各校の防災管理体制整備、防災環境整備の推進）：Ａ 

・ すべての小・中学校において、防災マニュアルの見直しを行

い、管理体制の整備を実施した。 

・ 予告なしの避難訓練や引渡し訓練を実施するなど、各校に応 

じた工夫された避難訓練が行うことができた。 

・ すべての小・中学校において、年 4回以上の避難訓練を実施

した。 

 

（各小・中学校区における防災教育の推進）：Ｃ 

・ 大人数が集まっての取組は実施が難しい状況であったため、

学校と地域との防災訓練は地域の協力を得て、予定している地

Ｂ 
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学校教育 

 

 

域もあったが、実施できなかった。 

 

（関係諸機関との連携）：Ｂ 

・ 大人数が集まっての取組は実施が難しい状況であったが、防

災の専門家による講演、防災マップの作成等、感染症対策をし

た上で取り組むことができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 令和 3年度より、12歳教育推進事業と学校等連携事業を統合

し、校区防災を実施することにより、地域の中の学校として防

災教育の充実・発展を図る。 

 

（３）コミュニケーション能力の育成 

豊かな感性や社会性、自分の思いを 

伝える力、他者の考えを受け入れる力、 

よりよい集団やコミュニティをつくろ 

うとする意欲等を育む。 

 

【取組状況】 

（文化芸術による子供育成総合事業）：Ｃ 

・ 西条市がコミュニケーション能力の育成を目的として、積極

的に取り組んでいる「コミュニケーション教育推進事業」では、

芸術家集団による創作活動を取り入れたワークショップ型の

授業を行っているが、令和 3 年度においては中止とした。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ コミュニケーション教育の成果と課題の把握と更なる充実 

 

Ｃ 

（４）幼・保、小、中、高の連携・協働体

制の確立 

心身の調和のとれた発達を促し、人 

間性の基礎を培う教育を推進するた

め、幼・保、小、中、高の連携を強化す

る。特に、小学校から中学校の義務教育

９年間において、学びの連続性を重視

した教育を実現する。 

【取組状況】 

（学校家庭地域連携推進事業）：Ｂ 

・ 中学校区ごとのテーマによる講演会、指導方法の研修、出前

授業、体験入学、授業交流、合同職員研修、学力向上の取組、

部活動体験、環境改善活動、郷土の歴史や文化財についての学

習など、独自性のある活動を行った。 

・ 令和 3 年度から本事業は 12 歳教育推進事業と統合して校区

防災を実施することで、より地域と密接に、地域の中の学校と

なる目標を設定した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 幼・保、小、中、高の教職員の連携の更なる充実及びコミュ 

ニティ・スクール実現のための地域連携を目指す。 

 

Ｂ 

（５）業務改善の推進 

教職員一人ひとりの意識改革を促す

とともに、誇りや情熱をもって働ける

教育環境を整備し、ワーク・ライフ・バ

ランスを実現しながら、子どもとじっ

くりと向き合う時間を十分に確保する

ことによって、質の高い教育を実現す

る。 

【取組状況】 

（教職員の業務の効率化・適正化の推進）：Ｂ 

・ 「部活動に関する基本方針」を継続し、休養日を週当たり 2

日以上、少なくとも平日 1日、土日 1日以上設けることにし、

活動時間は 2時間程度、休業日や土日は 3時間程度にし、教職

員の負担軽減を図っている。 

・ スクール・サポート・スタッフの配置校では、業務の軽減化

ができた。 

・ ＩＣＴ機器を活用し、教材準備等の時間の短縮や効率化を図

ったり、校務支援システムを活用し、校務の効率化を図ったり

した。 

・ テレワークの導入により、ワーク・ライフ・バランスを実

現することができた。 

Ｂ 
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学校教育 

 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 教職員の業務分担の抜本的な見直しと、更なる効率化・適正 

化の推進 
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社会教育 

 
 

 
重点目標１ 地域に根差した生涯学習活動の推進 

基本施策 取組状況等 評価 
（１）地域づくり・人づくり・つながりづ

くりを目指した社会教育の推進 

市民の学習ニーズや地域課題等を的

確に捉え、地域の自主性・主体性を生か

した地域密着型の生涯学習を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（多様な主体が「参加」する学習機会の提供と人材育成の支援）：

Ｂ 

・ 現在の公民館事業を振り返り、これから求められる公民館の

在り方について考え、今後のあるべき姿について理解を深める

ため、公民館職員専門研修の開催を予定していたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から 2度の延期となり、本年

度の開催を中止とした。 

・ 市民の多様な学習ニーズに対応するため、市民大学講座を開

講したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び事業縮小の

ため、1講座のみ計 4回開催し、延べ 100 名が受講した。 

・ 市民大学卒業式記念講演会については、事業縮小のため開催

しなかった。 

・ 公民館人権同和教育活性化事業として、人権・同和教育に関 

する講演会の開催や人権啓発絵手紙作品展などを行った。 

・ 全公民館で計 755 サークルが活動を行い、活動場所の提供や、

サークル活動の紹介等を支援した。 

・ 持続可能な暮らしを実現する地域コミュニティの構築に向

け、地域づくりコーディネーター養成講座を開催し、地域活動

に熱心に取り組んでいる住民とともに公民館職員も参加し、地

域の現状や取り組みについて見識を深めることができた。ま

た、地域づくりのモデル地区・推進地区として取り組んでいる

地区の主要メンバー（地域代表者、公民館長、地域づくり支援

員等）が一堂に会する情報交換会を開催した。 

 

（団体同士がつながり「連携」する場の提供と活動の支援）：Ｂ 

・ 地域密着型の公民館運営を行うため、常勤館長を 18 公民館

に配置した。 

・ 公民館協力委員会を全ての公民館で開催し、公民館事業を通

した地域ネットワークの強化に努めた。 

・ モデル地区 5地区（橘・大町・国安・小松・田滝）、推進地区 

8地区（氷見・多賀・田野・加茂・徳田・禎瑞・楠河・中川）

において、公民館を拠点に各種団体が連携し、地域住民主体の

新たな枠組みである地域自治組織の設立及び活動支援に取り

組んだ。 

・ 文化祭や運動会をはじめとする地域行事については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により大多数が中止となった。 

・ 市内 3校区（神拝、玉津、飯岡、延べ 3回）で婦人会による

子ども食堂を実施した。 

・ 婦人会、ＰＴＡ、愛護班、文化協会、ボーイスカウトに活動

補助金を交付するとともに、各種事業を共催・後援し、組織の

円滑な運営及び活動の支援を行った。 

・ 放課後子ども教室で図書整備を行い、読み聞かせ活動を実施

した。 

 

（地域内での「話し合い」を大切にする環境づくりの支援）：Ｂ 

・ 地域自治組織の設立・運営支援のため、3公民館に地域づく 

 
Ｂ 
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り支援員を配置した。 

 

・ 自らの学びを活かす場として、「放課後子ども教室」「地域未

来塾」「土曜教育」の拡充に努めた。 

・ 「西条市地域コミュニティ基本指針」の実現に向け、新たな 

公民館のあり方について情報収集や関係者との協議、意見交換 

を行った。 

・  公民館長会において、コミュニティ・スクールの導入におけ

る学校と地域の「連携・協働」について理解を深めるための説

明を行った。 

 

（地域住民が主体となって「課題解決」を行う地域活動の支援）： 

Ｂ 

・ 学習成果発表の場として、ロビー・玄関提示場所の提供を行 

った。 

・ 公民館主催の学級、講座等の開催により地域住民の問題解決 

や学習ニーズに沿った学習機会の提供を行えた。 

・ 地域づくりに関するアンケートを実施し、地域住民の問題意

識を高めるとともに、地域が抱えている課題を確認した。 

・ 山間部では地域の特性を活かした体験事業を開催し地区外 

の方と地域住民の交流が図られた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 新たな公民館のあり方に向けて、公民館職員における共通 

理解の醸成 

・ 地域課題の発見・解決に取り組む公民館活動の推進 

・ 地域自治組織づくりと連携した活動支援や学習機会の提供 

・ ＮＰＯや民間事業者等の多様な主体との連携・協働による地

域ネットワークの強化 

 

 （２）社会教育活動の基盤整備 

市民の生涯学習に対するさまざまな

ニーズや地域活動に対応する活動拠点

として、公民館等社会教育施設の基盤

整備と学習環境の充実に努めるととも

に、地域の安全・安心に資する事業展開

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（活動拠点としての社会教育施設の基盤整備）：Ａ 

・ 神拝・吉井公民館等の空調設備の更新、中央公民館の給水管

修繕、各公民館の備品の新設・更新等を行うとともに、各施設

の点検・清掃などを実施し、利便性及び安全性の確保に努めた。 

・ 耐用年数が切れる大町・神戸公民館のＡＥＤを更新した。 

・ 学芸員を中心とした施設活用等の見直し作業を行い社会教育

施設再編の検討を行った。 

・ 公民館と生活支援コーディネーターとの連携事業について協

議等を行った。 

 

（学習環境の充実）：Ｂ 

・ 中央公民館において公民館運営審議会を年 2回開催し、公民

館事業の企画・実施に関する協議・審議を行った。 

・ 隔月で館長会・主事会を開催し、中央公民館を中心とした公

民館相互の連携強化に努めた。 

・ 県等が実施する研修会に公民館担当職員を派遣するととも

に、館長会・主事会で研修を実施し、職員の資質向上に努めた。 

・ 公民館だより等の情報を市ホームページに掲載するほか、市

フェイスブックを活用し積極的な情報発信を行った。 

B  

-15-



社会教育 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・ 公民館等施設からの推薦により市生涯学習推進講師を登録す

るとともに、登録名簿を各施設で共有し各種事業に活用した。 

 

（地域における危機管理意識の向上）：Ｂ 

・ 公民館を地域防災の拠点と位置付け、地域団体と連携のもと

避難訓練や防災講座を実施した。 

・ 公民館だより等を活用して、地域防災意識の啓発や自主防災

組織率の向上に取り組んだ。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 公民館・社会教育施設のエアコン更新 

・ 地域づくり支援のための公民館運営体制の強化 

・ 博物館等社会教育施設の分野別収蔵や施設再編による利活用

の検討 

・ 防災をテーマとした公民館講座の開設等による防災人づくりの推  

  進 

 

（３）図書館のサービス機能の充実と利

用促進 

人づくり・まちづくり・情報発信の拠

点として図書館を位置付け、持続可能

な図書館サービス機能の充実に努め

る。 

【取組状況】 

（人づくり・まちづくり・情報発信の拠点）：Ｂ 

・ 新型コロナウイルス感染症対策を取りながら図書の収集と 

情報発信に努め、延べ 105,873 人に 458,520 冊の貸出を行っ

た。 

・ 各館が市民生活に役立つ図書館として資料の収集に努め、令

和 3年度は寄贈図書も含めて 20,979 冊の図書整備を行った。 

・ 市内図書館図書を一括に利用できるよう、図書の相互補完と

して 45,929 冊の図書を循環した。 

・ 市内 4図書館より離れた地域に住む方々に継続した図書の提

供ができるよう、移動図書館車を運行し、5,380 冊の利用があ

った。 

・ 新しい生活様式に対応した行政サービスの一つとして、電子 

媒体で図書を貸出しできる電子図書館システムを導入し、令和 

3年度は、4,577 件のコンテンツを導入した。 

・ より良い家庭環境の創出ができるよう、家族での利用の促進

を目的とし、児童図書の充実に努め 7,100 冊の増加を図った。 

・ 各図書館共に地域的特色や課題に関する郷土資料の収集に努

め 1,116 冊の新たな資料・図書の収集を行った。 

・ ハローワークの求人情報を掲示するほか、西条図書館では起

業や個人のスキルアップに関する専門コーナーを設け、ビジネ

ス支援に関する情報の提供に努めた。 

 

（サービス機能の充実）：Ｂ 

・ 子どもたちに直接、本を読むことの大切さ楽しさを伝えるた

めに、小学校へ図書館職員が出向きブックトークを 2回開催し

た。 

・ 子どもたちが図書に触れる機会を増やすために、小学校へ移

動図書館車を巡回し、1,824 冊の図書利用があった。 

・ 乳幼児からの読書習慣の獲得のために、本を通した保護者と

子どもたちとのスキンシップを体験してもらうブックスター

ト事業については、638 名に絵本等の配布を行ったが、新型コ

ロナウイルス感染予防のために、全館 8月まで絵本の配布を保

Ｂ 
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健センターに依頼し、事業説明や読み聞かせを中断した月があ

った。8 月以降参加者や場所に余裕のある会場より再開してい

る。 

・ 幼児期へと発達する段階の子どもたちに本を楽しんでもらえ

るよう、職員やボランティアによるお話し会を実施した。 

・ グローバル化の進展に合わせて、英語の読み聞かせを実施し

た。 

・  市内高等学校へ出向き、保育実習前の生徒を対象とした実技

指導を実施した。 

 

（持続可能な図書館運営マネジメントの検討）：Ｂ 

・ 持続可能な図書館運営を目指し、令和 2年 4月 1日より、全

館の開館時間の短縮と、西条図書館への休館日設置、2 館ずつ

休館日の集約化を図ったが、結果としては西条図書館の開館日

数が減少していることもあり、令和 3年度の来館者は 233，280

人で前年度比△67,766 人となり、一日平均来館者でも 1,058

人、前年度比△88人と減少している。 

ただ、見直しと同時に新型コロナウイルス感染症対策のため

に、臨時休館や利用制限を行っており、見直しによる実質的な

影響は検証できない状況にあり、近隣公共施設との連携につい

ても実施できなかった。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 非来館型サービスの充実 

・ 市民生活に役立つ蔵書の充実 

・ 郷土資料の収集・整理・公開 

・ 学校と連携した子どもの読書推進活動の充実 
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重点目標２ 家庭・地域の教育力の向上 

基本施策 取組状況等 評価 
（１）豊かな心をもった青少年の育成 

子育ての原点である家庭に、教育力

の向上を促し、学校・家庭・地域社会と

関係団体が一体となって、社会性・協調

性・豊かな心を持った青少年の育成を

図る。 

【取組状況】 

（家庭教育力の向上）：Ｂ 

・ 小中学校で開催する子育て学習講座（延べ 48 講座、参加者

3,606 名）へ講師を派遣し、保護者・教職員等の学習を支援し

た。 

・ 第 17 回西条市ＰＴＡ大会が「ワクワクできる西条に 親と

子が地域を結ぶＰＴＡ」をスローガンに、丹原文化会館で開催

された。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部ＰＴ

Ａ会員、教育委員会関係者のみが参加し、大会の様子は、後日、

ＹоｕＴｕｂｅにて、講演動画と共に市内ＰＴＡ会員限定で公

開された。また、講演動画の内容については「おとなの知らな

い子どもの世界～ＳＮＳトラブルやネットいじめから子ども

を守るために」と題したジャーナリストの石川結貴氏による講

演となっており、インターネットやゲームとの付き合い方につ

いて家族で話し合うきっかけ作りとなった。 

 

（地域社会が育む青少年の健全育成）：Ｂ 

・ 放課後や週末等において、学校の余裕教室等を活用してすべ

ての子どもたちの安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校

が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・

継続的に提供する放課後等の学習支援・体験活動を行う放課後

子ども教室を 23教室開設した。 

・ 学習支援員を活用し、小・中学校生に対して地域の人材や 

ＩＣＴ活用等による地域と学校の連携・協働による学習支援を

行う地域未来塾を 18教室開設した。 

・ 土曜日等において、民間企業・団体等の外部人材等が参画し、

多様な経験や技能を習得させるような特色・魅力ある教育プロ

グラムを行う土曜教育を 10教室開設した。 

・ ＰＴＡ等が親子のふれあいを目的として行う体験活動につい

ては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、7 月以降実

施の事業を対象とし、実施場所を市内に限定する等の制限等を

設け、8事業を支援し 738名の参加があった。 

・ 公民館における 3泊 4日の共同生活で、通学や体験活動を経

験する通学合宿事業については、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため実施はなかった。 

・ 地域愛護班、青少年健全育成協議会等の活動を支援し、地域

全体で子どもを守り育てる環境づくりに努めた。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期されていた

「令和 3年成人式」は、令和 3年 5月 2日に「オンライン成人

式」として開催した。また、オンライン開催と併せて、密集を

避けさせる感染症対策に注力しながらも、一生に一度の思い出

となるよう、市内 2 ヵ所に記念撮影スポットの設置や Zoom 等

のバーチャル背景に使用できる校舎等の壁紙画像の配布等を

行った。「令和 4 年成人式」については、十分な感染対策を行

い、令和 4年 1月 9日に市内 2ヵ所で会場開催した。 

 

 

Ｂ 
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【今後の課題と取組の方針】 

・  学校との連携による子育て学習講座の充実 

・ 親子ふれあい交流体験事業や通学合宿事業の支援 

・ 放課後子ども教室、地域未来塾、土曜教育の持続的・安定的

な運営のための人材確保 

・ 学校・地域との協働活動の基盤づくり 

・ 地域学校協働活動の積極的な推進 
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重点目標３ 地域文化の継承・形成と歴史文化の保全・活用  

基本施策 取組状況等 評価 
（１）地域に根差した市民文化の振興 

ふるさとの自然と文化を愛する心を

培い、文化会館や公民館をはじめ生涯

学習施設の活用を図り、各種文化団体

や自主的サークルの育成と芸術文化の

振興に努めるとともに、郷土の歴史及

び文化に対する認識向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（団体育成と芸術文化の振興）：Ｂ 

・ 西条市文化協会会員や学校の児童生徒を対象とし、芸術文化

活動に功績のあった功労者を表彰した。(功労賞 4名・奨励賞 8

名・4団体) 

・ 伝統民俗芸能の保存・活用に取り組む各地域伝統芸能保存団

体 (1 団体)の活動を支援した。 

・ 全国規模の合唱コンクールに出場する市内各学校の合唱部に

対して外部講師による指導を行う「さいじょうコーラスアカデ

ミー」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外部講師

の招聘は行わず、各コンクールにおける四国大会に出場する 3

校（西条北中、西条東中、西条高校 参加者延べ 84名）の練習

会場として、学校ごとの練習日（計 3日）を設けた。 

・ 西条・東予地域文化祭主催の文化祭・美術展は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため中止・延期とした。 

・ 小松地域主催の文化祭が小松公民館にて開催され、延べ 800

名が来場した。 

・ 各種文化団体(謡曲、囲碁)が主催する大会は新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止とし、短歌団体が主催する大会

のみ、書面で開催された。 

・ 考古歴史館、佐伯記念館、生涯学習の館等において市民に作

品展示の場所を提供するなど、文化芸術活動を支援した。 

・ 文化会館利用者の利便性向上のため、総合文化会館の駐車場

の舗装を更新、丹原文化会館駐車場区画線の引き直しを行っ

た。 

 

（郷土の先人顕彰）：Ｂ 

・ 近藤篤山顕彰冊子を、市内の各小学校新入生に配布した。 

・ 松木幹一郎顕彰事業として、生誕 150年記念特別講演会を企

画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し

た。（1月） 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・  文化協会への活動支援 

・ 郷土の偉人をまとめたデジタル冊子作成 

 

Ｂ 

（２）文化財の保護と調査活用の推進 

文化財の実態調査や資料整備、企画

展開催等に努めて周知啓発を図り、そ

の保存活用を推進する。 

【取組状況】 

（保存と活用）：Ａ 

・ 埋蔵文化財包蔵地において民間開発行為に伴う試掘調査を行

い、埋蔵文化財の状況把握に努めた。 

・ 公共事業（国営ほ場整備事業等）に伴い、試掘調査並びに「北

竹ノ下Ⅰ遺跡」、「北竹ノ下Ⅱ遺跡」の本調査を実施した。 

・ 県営ほ場整備事業に伴う発掘調査の報告書を刊行した。（道

場遺跡・松ノ丁遺跡） 

・ 団体営ほ場整備事業に伴い、「亀の甲Ⅰ遺跡」の本調査を実施

した。 

・ 平成 27年度に策定した「史跡永納山城跡保存整備基本計画」

Ｂ 
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及び平成 30 年度に作成した「史跡永納山城跡保存整備基本設

計」に基づき、南西部から南東部の城壁整備、見学デッキ、サ

イン類設置工事を実施した。また、現地では樹木伐採等の環境

整備を実施した。 

・ 国指定重要文化財「興隆寺本堂」の防災設備保守点検事業に

補助金を交付し、維持管理を支援した。 

・ 市指定有形文化財（建造物）「金剛院山門」の門扉修復事業に

対し、補助金を交付して支援した。 

・ 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択された

石鎚黒茶の製造技術調査事業の 3年目の調査を行った（2年度

からの繰越）。内容は製造工程記録、関係者への聞取り、文献資

料に関する補足調査である。年度末に報告書を刊行し、事業を

完了した。 

・ 市内指定天然記念物の維持管理（肥培等委託）を実施した。 

・ 県指定天然記念物「フジ（観音堂のフジ）」の維持管理に対 

し、巨樹名木保全事業を活用した支援を行った。 

 

（市民の文化財保護意識の向上）：Ｂ 

・ 1月 26 日の文化財防火デーに合わせ、文化財所有管理施設に

おいて消防設備の立入検査や消防訓練は、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止となった。 

・  県指定「天満神社のくす」の説明版修繕を行った。 

・ 各社会教育施設における企画展や講座を開催した。 

・ カブトガニ保護に関する周知・啓発のためカブトガニ探検隊

を実施したが、そのほかに予定していたカブトガニフェスティ

バル、産業文化フェスティバルなど、各種行事やイベントは、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。 

・ 市民に市之川鉱山の魅力を発信するために、引き続き市庁舎

ロビーへ展示コーナーを設置した。 

・ 出土遺物や新指定文化財について市民へ紹介する展示を継 

続して実施した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 永納山城跡保存整備基本計画に基づく整備の推進 

・ 国営、団体営ほ場整備事業ほか、各種開発行為に伴う埋蔵文

化財発掘調査に対処できる調査体制の確立 

・ 四国遍路の世界遺産登録に向けた県との連携 

・ 市之川鉱山資料室の情報発信 

・ 石鎚黒茶製造技術の国文化財指定に向けた取り組み 
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重点目標１ 学習機会の拡充と啓発活動の推進 

基本施策 取組状況等 評価 
（１）市民総ぐるみの人権・同和教育研修

会等の推進 

研修会等の積極的な開催や、啓発活

動の推進を図るとともに、その内容の

充実に努める。 

【取組状況】 

（市民意識調査の結果を踏まえた積極的な学習機会の提供）：Ｂ 

・ 自治会・ＰＴＡ・婦人会等各種団体に対し、各種講座への参

加を呼びかけ啓発を行った。 

  人権・同和教育講座を 3回開催し、129 名の参加があり、人

権問題に対する理解と認識を深め、差別に気づき、行動できる

人づくりに取り組んだ。 

人権・同和教育リーダー養成講座を 2回開催し、121 名の参

加があり、部落問題をはじめ様々な人権問題について学習し、

指導者としての力量を高めることができた。 

・ 心のサポーター養成講座を 4回開催し、197 名の参加があり、

適切な支援方法を身につけた助言者を育成した。新型コロナウ

イルス感染症対策として後半の 2回はオンライン開催とし、新

たな学習機会提供の手法を試みることができた。 

・ カウンセリング基礎講座を 4回開催し、119 名の参加があり、

カウンセリングの理論や技術を学んだ。 

・ 平成 28 年に「部落差別解消推進法」が施行されたことを受

け平成 29 年度より実施している部落問題基礎講座（2回・166

名）を小中学校や公民館関係者を対象に開催し、差別解消のた

めの推進者の養成に取り組んだ。 

・ 伊予西条税務署において市人権教育指導員による出前講座を

開講した。 

・ 市人権・同和教育研究大会は、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止となったが、実践報告者及び関係者による事前

の学習会を実施し、実践報告書を学校、公民館等に配布した。 

・ 公民館人権・同和教育活性化事業では、中川、桜樹、石根の

3公民館で取り組んだ。 

  また、小地域懇談会では、視聴覚教材による学習、市人権教

育指導員の講演や小グループによる討議などを行い、地域の課

題に即した学習を行うことができた（43会場・1,436 名）。 

・ 愛媛県人権対策協議会西条支部との協働による公民館訪問

は、西条・小松地域を対象に実施したが、新型コロナウイルス

感染症の影響を受け、対面で実施できたのは 5館、書面報告は

8館であった。 

・ 教養講座（人権・同和教育学習会、料理教室、生花、茶道教

室等）を実施し、同和教育の振興、地域住民の相互理解及び交

流を図った。（106回・635名） 

・ 愛媛県人権教育協議会機関紙「えひめ人権・同和教育」を購

入し、各種団体、関係機関に広く配布するとともに、小地域懇

談会等で人権啓発ＤＶＤを利用するなど、各種資料、視聴覚教

材の積極的活用を行った。 

・ 四国地区人権教育研究大会（86名）は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、規模を縮小し松山市で開催され、愛媛県

内関係者のみの参加となり開催となった。また、愛媛県人権・

同和教育研究大会（76 名）や今治市で開催された東予地区人

権・同和教育研究協議会（56名）も感染防止対策の中で例年よ

り規模を縮小して研究協議が行われた。 

Ｂ 
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人権・同和教育 

 

・ 子ども会活動（4 団体）に補助金を支出し、人権に関する学

習活動の活性化を支援した。 

・ 西条公共職業安定所と共催の企業・事業所向け人権・同和教

育研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし

た。 

 

（人権意識の高揚を図るための効果的な啓発活動の推進）：Ａ 

・ 「差別をなくする強調月間」の取組として、市職員 1,201 名

（職務に支障がある者を除く）が啓発用ワッペンを着用するこ

とにより、人権啓発に努めることができた。 

・ 市広報誌へ人権・同和教育シリーズを 3か月に 1回掲載する

とともに、ホームページや公民館便りに啓発チラシを掲載し、

情報提供に努めた。 

・ 「西条市人権文化のまちづくり基本計画」の解説動画を作成

し、フェイスブックを用いて周知を図った。 

・ 毎月 10日を人権を考える日と定め、市内公共施設にのぼり 

旗を設置するとともに、人権のチラシを作成・配布し、広く啓

発に努めた。 

・ 「STOP コロナ差別 愛顔を守ろう」のぼり旗を作成し、市公共

施設に設置した。 

・ 各種講座や研修を開催する際に、「身元調査おことわり運動 

のステッカーを配布するなど、差別を許さない地域づくりを 

推進した。 

・ 人権意識を高めるための作文・詩、標語を市内小中学校及び

高等学校に対し募集し、作文・詩 50 点、標語 240 点を掲載し

た作品集を 560 部作成した。市内小中学校・高等学校、公民館、

図書館等に配布し、人権・同和教育の推進に活用した。 

・ 市内小中学校・高等学校、市ＰＴＡ連合会、公民館、隣保館

等から応募があったポスター、標語、写真を掲載した人権啓発

カレンダーを 1,500 冊作成。小中学校・高等学校、幼稚園・保

育所・こども園、公民館等に配布し、人権啓発に活用した。 

・ 「差別をなくする市民の集い」は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止としたが、NPO 法人プロジェクト 2008

制作の人権啓発動画を公開した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 人権問題に関する市民意識調査の結果を市民に情報発信する

とともに、結果を反映した講師の選定や講演内容の充実、事業

内容の見直し 

・ 市民、事業所への人権文化のまちづくり基本計画の周知 

・ 講座等の参加者の固定化がみられるので、多くの市民の関心 

を高め、より魅力的な研修内容の工夫及び課題の検討 

・ 平成 28 年に施行された「部落差別解消推進法」の具現化に

向けた更なる取組 

・ SNS など多様な啓発手段の効果的な活用により、啓発活動

の拡充を図る。 
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人権・同和教育 

 

 

重点目標２ 推進体制の充実 

基本施策 取組状況等 評価 
（１）西条市人権教育協議会等との連

携強化 

西条市人権教育協議会や関係団体

との連携を更に深め、地域と一体と

なった人権・同和教育を推進する。 

【取組状況】 

（西条市人権教育協議会活動の推進）：Ｂ 

・  西条市人権教育協議会と協働することにより、就学前教育、学

校教育、社会教育、企業、行政関係の団体・機関と連絡調整を図

った。 

・ 企業部会の事業所（546 社）に人権を考える日のチラシ等を送

付し、企業における人権・同和教育の推進に取り組んだ。 

・ 就学前教育関係者を対象にした研修会（46名）を開催し、就学

前における人権・同和教育の充実を図った。 

・ 学校教育部会における夏季研修会は、「インターネットゲーム

をめぐる子どもの現状について」という演題のもと、NPO 法人チ

ャレンド 福祉相談室長 山内幸春先生による講演会を開催（68

名）した。 

・ 子ども会育成会交流学習発表会は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止とした。 

 

（人権対策協議会、東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会、西

条公共職業安定所等関係団体との連携による研修機会の確保及び

推進）：Ｂ 

・ 愛媛県人権対策協議会西条支部の研修に参加し、研修機会の確

保に努めた。 

また、同支部の行う学校訪問に随行し意見を述べるなど、小中

学校における人権・同和教育の研修の充実に努めることができ

た。 

・ 東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会との連携により、人

権の花運動（氷見小学校実施、西条農業高等学校協力）を実施す

ることができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 企業・事業所向け研修の充実と参加企業の増加 

・ 企業・事業所に対する「西条市人権文化のまちづくり条例」の

周知 

・ 愛媛県人権対策協議会西条支部との連携による社会教育におけ

る人権・同和教育の更なる推進 

 

Ｂ 

（２）人権文化のまちづくり庁内推進

計画の実践 

  人権文化のまちづくり基本計画に

もとづき、人権課題解決に向けた全

庁的な取組を推進する。 

【取組状況】 

（全庁的な取組による計画の実践）：Ｂ 

・ 市役所各課室において人権課題との関わりを明らかにした上

で、「西条市人権文化のまちづくり基本計画」を推進するための

取組を計画し、人権課題の啓発や人権施策の推進に努めた。 

・  公民館長会及び公民館主事会において人権・同和教育研修を行

った。 

・ 「差別をなくする強調月間」に合わせ庁内電子掲示板に人権に

関する記事を毎日更新し、意識の高揚を図った。 

・ 差別の現実に学び、人権問題の解決を市職員自らの課題として

受け止めるよう、ワークショップを取り入れた職員研修を部局別

で実施した。（新型コロナウイルス感染症により中断した未実施

Ｂ 
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人権・同和教育 

 

分を令和４年度に実施） 

 

【今後の課題と取組の方針】 

・ 人権文化のまちづくり基本計画に基づき、あらゆる行政分野に

人権尊重の理念を取り入れた全庁的な庁内推進計画の推進 
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外部評価委員の意見、評価 

 

学校教育 

重点目標１ 「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造 

・「教師力の向上」や「学校力の充実」の基盤にあるのは、児童生徒と教師、教師同士、教師と保護者、教師と地域

のそれぞれに「信頼関係がある」ことである。それを抜きにして学校経営はできないと考える。 

・学習指導要領の改訂により、教育内容も変えていかなければならない大変な中で、教師力の向上と学校力の充実は

評価Ａの成果となっていることから、基本施策(１)、(２)においても、それぞれの事業、活動に積極的な取り組みを

されており、重点目標１「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造への評価はすべてＡでも良いのではと思う。 

・大都市では人の顔が見えづらいのに対して、西条市では児童・生徒から先生、地域の方、行政担当者（市長や教育

長まで）の顔が見える環境がある。そうした顔の見える環境は、安心感や信頼感、深い学びにつながり、教育効果が

上がる。このような教育環境はコンパクトシティーである西条市の強みであるので、今後も活かしていってほしい。 

・コロナ禍の中で全体的によく取り組んでいると思う。もっと良い評価をつけても良い。 

・人権・同和教育において、毎日忙しい業務をされている中、先生方の研修の時間を確保することが必要。是非、し

っかりとした研修をお願いしたい。そのことが、一人一人の子どもを大切にすることにつながると考える。 

・生徒指導の充実について、校内生徒指導体制は、大変素晴らしいと思う。ただ、保護者への取り組みについても今

後検討してほしい。子どもだけでは、どうにもならないことがある。 

・全市にわたって、「人的、物的資源」の発掘が望まれる。例えば教員ОＢの組織である教育会も協力したい。その

ためにも、人材バンクのデータ化をする方策も必要。 

・市全体で地域人材バンクを作り、今後も地域人材を活かせる工夫をお願いしたい。 

 

重点目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成 

・地域コーディネーターのなり手の予算組みが必要であると考える。 

・地域コーディネーターの人選を行う際、先生の負担が重くならないよう、配慮が必要である。 

・ユニバーサルデザイン化については以前から言われていたが、ＩＣＴ化が進むことでより一層進んでいると感じ

る。 

・ＩＣＴの活用と授業のユニバーサルデザイン化において、一人一台のタブレットがどのようにユニバーサルデザ

イン化に役立っているのか調査研究する必要がある。併せて、タブレットにより、児童生徒個人にどのような成果と

課題があるのかを明らかにする必要があると考える。 

・ＩＣＴの活用により、校務の改善がみられていると思うので、今後も、さらに先生方の負担軽減に努めていただき

たい。 

・家庭学習の手引書の配布は大変良いと思う。今後は、手引書が有効に使われる工夫を是非していただきたい。 

・芸術や伝統文化については、さらに充実し、本物の文化・芸術に触れる機会を増やしてほしい。 

・西条は愛媛県の合唱をリードする地区の一つである。将来に渡り声楽に力を入れることが西条地区の魅力化につ

ながると考える。 

・「文化芸術による子供育成総合事業」の評価がＣというのはもったいなく、Ａを目指していくべきである 

・規則正しい生活習慣の啓発については、よくやっていると思う。保護者をどう啓発し指導していくか、苦労も多い

と思うが、関係機関とも連携を深めながらお願いしたい。 

 

重点目標３ 西条市の特色ある学校教育の取組の推進 

・県内他校と比べても西条高校は生徒の成績を伸ばすことに長けている。教師の頑張りだけでなく、西条市の教育の

賜物であると感じる。 

・今や生徒一人一台のタブレットが配布される時代となりＤＸ、ＩＣＴ活用が叫ばれている中、（高校の立場では）

教師のよりクオリティの高い指導を行うために、中学校時代の指導の履歴を情報共有する仕組みができれば、子供た

ちをより深く正しく理解し、能力をより引き出す教育ができるようになると考える。 

・家庭でのＷｉ-Ｆｉ環境等の問題はあると思うが、急遽学校閉鎖等になったときに家庭でタブレットを活用するこ

とで、授業に遅れが出ないようにしていただきたい。 

・コミュニケーション能力は、大人にとっても非常に大切なもの。職に就けず引きこもり周囲との関係を断つなど、

生きづらさを抱える要因の一つには、コミュニケーション能力への課題があると考える。 

・コミュニケーションは自分と他者とのかかわりであり、「聞く力、話す力、伝え合う力」が必要である。教育課程

全般で、児童生徒にコミュニケーション能力をいかに身に着けさせるかが大切であると考える。例えば、ＩＣＴを活

用することで、各個人のタブレットで調べ研究し、資料を整え、プレゼンの資料を作成し、成果を発表するという「聞
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外部評価委員の意見、評価 

 

く、話す、伝え合う」力が育つと考える。 

・人間関係を構築するには、小学校からその発達に応じてコミュニケーション能力を身に着けさせるにはどうすべ

きかの議論が必要であろう。 

・運動部活動の地域移行について、国でも議論が始まったと聞くが、市としても先ずは課題を明らかする必要があ

る。すでに、複数校での部活動編成や外部コーチによる指導などがあり、地域移行への取組を考える時に来ていると

思う。 

・先生方が過労等により精神的に追い詰められることがないよう、部活動も含めて、勤務負担の軽減を進めていただ

きたい。 

・今、学校だけでという時代ではないと考える。家庭・地域・関係機関・各種学校が、それぞれの独自性を確保しな

がら連携を深めていくことが必要だと感じる。 
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外部評価委員の意見、評価 

 

社会教育 

重点目標１ 地域に根差した生涯学習活動の推進 

・公民館がいわゆるハブとなり、多くの関係団体をつないで「まちづくり」をしていく拠点となるよう今後も取り組

んでいただきたい。 

・「地域住民が主体となって課題解決を行う活動の支援」について、とても良いことだと思う。今後さらに進めてほ

しい。ただ、活動の中に楽しさや若者の参画が大切だと思う。また、決して、行政の下請けになってはいけない。 

・図書館の非来館型のサービスどんどん拡充してほしい。来館が困難な人への電話やＦＡＸ、郵送などでの貸出も一

つの方法だと思う。是非進めてほしい。 

 

重点目標２ 家庭・地域の教育力の向上 

・今後も学校・家庭・地域社会・関係団体との連携を深めてこころ豊かな青少年の育成をお願いしたい。 

 

重点目標３ 地域文化の継承・形成と歴史文化の保全・活用 

・各文化財については、知らない市民も多いと思う。市及び市民の財産でもある文化財を広く市民に知らせる工夫を

さらにお願いしたい。 

・市民を対象に講演会等の機会をさらに増やしていくことも大切である。 

・「北竹之下遺跡」は地元の遺跡であるので、発掘調査の成果を伝える講座を地元住民対象に開ければいいと考えて

いる。 

・放課後子ども教室は、地域住民との良い出会いである。地域に住んでいる人にどんな方がいるのか関心を持つこと

も出来、且つ地域との窓口にもなる。身の周りには学ぶことも多数あることを大人が感じ、気づき互いに認め合う中

で子供も育っていく。全校区に活動をさらに進めて頂きたい。 

 

 

 

人権・同和教育 

重点目標１ 学習機会の拡充と啓発活動の推進 

・地元の中学生が、水平社発祥の地・奈良県への現地研修に参加する。それを受けて、本年度の地区別人権・同和教

育懇談会にて、発表をお願いしている。とても素晴らしい取組で、期待している。 

・各種研修会など、よくやっていると感じる。ただ、市民全体への拡がりが今後の課題であると思う。さらに、工夫

をお願いしたい。 

・今後も、地道に啓発活動の推進をお願いしたい。 

 

重点目標２ 推進体制の充実 

・西条市教育基本方針の推進目標の 7には、「多様な価値観やお互いの違いを認め合う豊かな心をともに育み」とあ

る。これは、コミュニケーション能力の育成と深くかかわることだと思う。お互いが尊重しあい、聞き、話し、伝え

合う活動や取組が、人権・同和教育には大切なことであると考える。 

・企業や事業所への研修や啓発は大切だと思う。大変であると思うが、今後も関係団体との連携を深め、さらに推

進していただきたい。 

・市職員は、どこよりも人権意識の高い人づくりや職場づくりをする必要がある。さらに意識を高めるための研修

を継続していただきたい。 
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7 資料 

 

（１）教育委員会開催状況 

令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日 

定 例 会 臨 時 会 計 

12 回 3 回 15 回 

 

（２）議案処理状況 

令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日 

原案議決 修正議決 保  留 計  

21 件 0 件 0 件 21 件 

 

（３）学校訪問等活動状況 

令和 ３年４月 ８日 小学校入学式 

        ９日 中学校入学式 

１４日 西条市教員総会（テレビ会議） 

   

５月 ２日 令和３年西条市成人式（オンライン配信開催） 

６日 学校訪問（壬生川小学校） 

   ７日 学校訪問（丹原東中学校） 

  １０日 学校訪問（禎瑞小学校） 

１２日 学校訪問（三芳小学校） 

  １３日 学校訪問（吉井小学校） 

  １４日 学校訪問（東予西中学校） 

  １９日 学校訪問（丹原西中学校） 

  ２１日 学校訪問（西条南中学校） 

３１日 学校訪問（神拝小学校、石根小学校） 

 

６月１４日 学校訪問（国安小学校） 

  １５日 学校訪問（小松小学校、小松中学校） 

１６日 学校訪問（大町小学校、神戸小学校） 

       １７日 学校訪問（西条小学校、田野中学校） 

１８日 学校訪問（飯岡小学校、西条東中学校） 

２１日 学校訪問（中川小学校） 

  ２３日 学校訪問（橘小学校、徳田小学校） 

  ２８日 学校訪問（多賀小学校、吉岡小学校） 

  ２９日 学校訪問（丹原小学校） 

  ２９日 第１回総合教育会議 
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７月 １日 学校訪問（庄内小学校、河北中学校） 

６日 学校訪問（西条西中学校、楠河小学校） 

７日 学校訪問（西条北中学校、田滝小学校） 

        ８日 学校訪問（庄内小学校、三芳小学校） 

        ９日 学校訪問（田滝小学校、西条西中学校） 

       １２日 学校訪問（玉津小学校、氷見小学校） 

       １３日 学校訪問（周布小学校、東予東中学校） 

       １９日 令和３年度市町教育委員会教育長会議 

        

 ８月１２日 外部評価委員会（教育委員会の事務の点検・評価） 

    

１０月２３日 「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティバル 

 

１１月 １日 令和３年度市民表彰式 

５日 中学校音楽フェスティバル 

    ９日 愛媛県人権・同和教育研究大会 

   １５日 愛媛県差別をなくする県民の集い 

   １７日 小学校音楽フェスティバル 

   １８日 令和３年度市町村教育委員会オンライン協議会 

   ２４日 第２回総合教育会議 

 

令和 ４年１月 ４日 令和４年新年市民祝賀会 

 ８日 令和３年度西条市子ども凧あげ大会 

 ９日 令和４年西条市成人式 

２３日 令和３年度第１７回西条市ＰＴＡ大会 

２５日 第３回総合教育会議 

        

     ３月１７日 中学校卒業証書授与式 

       ２４日 小学校卒業証書授与式 
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（４）教育財政状況

令和３年度　西条市一般会計歳出決算 （単位：千円）

決算額 比率 決算額 比率

1 議 会 費 282,002 0.5% 300,517 0.5%

2 総 務 費 8,760,607 16.3% 16,784,256 28.7%

3 民 生 費 20,239,285 37.7% 17,834,741 30.5%

4 衛 生 費 4,312,768 8.0% 3,066,036 5.3%

5 労 働 費 185,674 0.3% 241,422 0.4%

6 農林水産業費 1,689,621 3.1% 1,610,549 2.8%

7 商 工 費 2,829,243 5.3% 2,167,552 3.7%

8 土 木 費 4,398,059 8.2% 5,524,375 9.5%

9 消 防 費 1,399,168 2.6% 1,374,678 2.4%

10 教 育 費 4,863,627 9.1% 5,047,775 8.6%

11 災 害 復 旧 費 55,485 0.1% 86,764 0.1%

12 公 債 費 4,740,963 8.8% 4,370,530 7.5%

53,756,502 100.0% 58,409,195 100.0%

令和３年度　西条市教育費歳出決算内訳 （単位：千円）

決算額 比率 決算額 比率

1 教 育 総 務 費 306,484 6.3% 298,307 5.9%

2 小 学 校 費 1,801,247 37.1% 1,548,237 30.7%

3 中 学 校 費 326,067 6.7% 604,047 12.0%

4 幼 稚 園 費 303,544 6.2% 318,907 6.3%

5 社 会 教 育 費 1,207,134 24.8% 1,164,025 23.0%

6 保 健 体 育 費 919,151 18.9% 1,114,252 22.1%

4,863,627 100.0% 5,047,775 100.0%歳出合計

款
令和３年度 令和２年度

備考

歳出合計

項
令和３年度 令和２年度

備考
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（５）関係法令 

◆ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（事務の委任等） 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に

属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させるこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

（1） 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

（中  略） 

（5） 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委 

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に 

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 
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２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

◆  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について 

（通知）（抜粋） 

（26 文科初第 490 号 平成 26 年 7 月 17 日 文部科学初等教育局長通知） 

１ 改正法の概要  

(4) 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会から委任 

された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に 

報告しなければならないこととしたこと。（法第25条第３項） 

２ 留意事項 

今回の改正においては、新「教育長」が教育行政に大きな権限と責任を有す 

ることとなることを踏まえ、教育委員会の委員による教育長のチェック機能を 

強化するとともに、住民に対して開かれた教育行政を推進する観点から、会議 

の透明化を図ることとしている。 

(5) 自己点検・評価の活用 

教育委員会が、効果的な教育行政の推進を図り、地域住民への説明責任を果 

たす観点から、平成20年度より、教育委員会は、毎年、自らの活動状況の点検

及び評価を行うことが法律上の義務とされていることから（法第26条）、実施

していない地方公共団体においては、速やかに実施する必要があること。 

また、すでに実施している地方公共団体においては、点検及び評価の客観性 

を確保する観点から、法律において、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとされている趣旨に鑑み、学識経験者として、保護者や地域住

民の意見も聴くこととするなど、更なる改善を図ることも考えられること。 
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